
日時：
うるま市石川会館　ホール
令和４年１１月２５日(金）

管理課(資格G、保険料G)

沖縄県後期高齢者医療広域連合　主管課長及び担当者会議

場所：

令和５年度年次切替被保険者証等発送費用の予算措置について　（資格Ｇ）

議題
1.

2. 令和５年度保険料等の予算措置について　（保険料Ｇ）

3. その他



■ 令和５年度年次切替等被保険者証発送費用に係る予算措置について

１．年次切替被保険者証発送について

２．令和５年７月被保険者向け送付物と重量（予定）

① 被保険者証（「ジェネリック医薬品お願いカード」付）

② 証切替チラシ（個人情報保護シール付）

③ パンフレット（「後期高齢者医療制度のごあんない」）

④ 制度周知用リーフレット(Ａ３両面刷り)

⑤ 限度額適用・標準負担額減額認定証（対象者のみ）

⑥ 限度額適用認定証（対象者のみ）

【令和４年７月年次切替に伴う送付物】
５点（①②③④⑤）又は（①②③④⑥）封入：４７ｇ（封筒込） 
４点（①②③④）封入  ：４１ｇ（封筒込）

３．郵送費用（簡易書留料金）

簡易書留料金＝基本料金 + ３２０円
重量２５ｇ以上 ５０ｇ未満・・・・・・・・・・４１４円（ ９４円＋３２０円）(一通あたり)
重量５０ｇ以上１００ｇ以内・・・・・・・・４６０円（１４０円＋３２０円）(一通あたり)
※５０ｇ以上１００ｇ以内は定型外郵便（規格内）として算出

参考：

令和５年度の被保険者証発送重量（封筒込）は４１g～４７ｇを予定しています。

※郵送費用は「重量２５ｇ以上５０ｇ未満」の「簡易書留」として積算をお願いします。

 注）市町村独自で封入物を追加する場合など、重量５０ｇ以上になる市町村については、

   郵送費用が変わります。

   追加する封入物を含めた重量で積算し、必要な予算措置をお願いします。

日本郵便ＷＥＢページ
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沖  高  医  管  第３８１号 

令和４年１０月２７日 

 

 

各 市 町 村 

後期高齢者医療担当課長 様 

 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 

広域連合長  中 村 正 人 

 

 

 

令和５年度保険料負担金及び基盤安定負担金の予算措置について 

 

 

 

後期高齢者医療制度の運営につきましては、平素より格段のご協力、ご尽力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

 さて、みだしの件につきまして、別紙のとおり令和５年度の保険料負担金及び基盤安定負担

金（保険料軽減分）を試算しましたので、本通知を参考に予算措置を行ってくださいますよう

お願いいたします。 

 

 

 

※今回、通知に添付してあります保険料試算結果内訳表（令和５年度）については「保険料負

担金予算額」を算出する際に用いたものです。 

「基盤安定負担金見込額」の算出は別途試算を行っており、保険料試算結果内訳表の軽減金

額と「基盤安定負担金見込額」の軽減金額とは合致しませんので、ご注意ください。 

 

 

 

 

（お問い合わせ先） 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 

管理課 保険料グループ 宮城 

ＴＥＬ：098-963-8012 

ＦＡＸ：098-964-7785 
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沖 高 医 管 第 392 号
令 和 4 年 11 月 2 日

（公　印　省　略）

１．認識誤りの内容

２．入力対象について

3.入力方法

①帳票に出力された被保険者について、各種控除後の総所得金額などから調整のための額を控除す

るかどうかを確認してください。

② 貴市町村が、所得連携を「調整控除前」に行うか、「調整控除後」に行うか確認してください。

③ ②を踏まえ別紙を確認の上、ご対応お願いします。

【問い合わせ】
沖縄県後期高齢者医療広域連合
管理課資格グループ
TEL ０９８－９６３－８０１２

○所得情報の連携方法について「調整控除前」と認識しているが、『扶養控除対象人数のみ入力』し、
一部負担割合判定所得及び住民税課税標準額欄に『計算後の調整控除額』を入力していない。

　令和４年度については、６月の年次更新処理時に負担割合が３割、２割化に伴う８月の再判定処理時に
負担割合が２割と判定された被保険者のうち次の①②の条件を全て満たすこと。

①令和３年１２月３１日時点で世帯主が被保険者（令和３年１２月３１日の判定日を超えて被保険者とな
るものも含む）である。

②令和３年１２月３１日時点で、同一世帯に合計所得（相当年度が令和3年度以降の場合、給与所得を
有する者については給与所得の金額から１０万円を控除して算定した金額）が３８万円以下である０歳
以上１６歳未満及び１６歳以上１９歳未満の世帯員が存在する。

※扶養控除額は、１人につき、０歳以上１６歳未満は３３万円、１６歳以上１９歳未満は１２万円です。

※今後の年次処理・月次処理にも関わってきます。扶養控除対象者は、全て標準システムへご入力し

てください。

各市町村後期高齢者医療担当課長　　殿

沖縄県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　管理課長　粟國　綱志

扶養控除の標準システムへの入力徹底について（依頼）

　平素より、後期高齢者医療制度の運営につきまして、ご協力・ご尽力賜り厚くお礼申し上げます。

さて、扶養控除に係る標準システムの入力につきまして、市町村で対象者を抽出し、入力をお願いして

いるところですが、今般、窓口負担割合の変更に伴い所得連携方法について、再度アンケートを実施した

ところ以下のような認識の誤りが判明しております。

扶養控除額が反映される一部負担割合判定所得及び住民税課税標準額については、負担割合の判定

に直接影響を及ぼしますので、所得情報の連携方法や入力につきましては、慎重な対応をお願いいたし

ます。

○所得情報の連携方法について「調整控除後」と認識していたが『調整控除前』であることが判明。



「調整控除前」の
所得情報を連携している市町村

「調整控除後」の
所得情報を連携している市町村

 ～R4.6.7 市町村
扶養控除対象者
を抽出
（各市町村）

市町村においては、以下の条件で、扶養控除対象者を抽出したリストをご準備くださ
い。
条件
（１）現在、負担割合が３割または２割と判定されている
（２）前年の１２月３１日時点で、世帯主が被保険者である（前年の１２月３
１日の判定日を超えて被保険者となる人も含む）
（３）前年の１２月３１日時点で、同一世帯に属する０歳から１６歳未満、及
び１６歳から１９歳未満の世帯員が存在する。
（４）被保険者の市町村民税課税所得が１４５万円以上（３割）または２８
万円以上（２割）である。

←同左

R4.6.8 広域
扶養控除候補者
リスト作成（最大
３種類）送付

市町村

扶養控除候補者
リスト（扶養控除
候補者情報新規
登録）

市町村
扶養控除候補者
リスト（個人情報
不明）

市町村

扶養控除候補者
リスト（扶養控除
候補者情報登録
済み）

R4.6.18 広域
年次処理（負担
区分判定）

市町村側作業なし 市町村側作業なし
扶養控除の入力内容を踏ま
えた負担区分判定を行いま
す。

Ｑ１
Ａ１

Ｑ２
Ａ２

どの市町村も、それぞれ扶養控除対象者リストを作成する必要があります。

市町村が扶養控除対象者を抽出する条件を教えてください
扶養控除対象者の条件は上記「扶養控除対象者を抽出」をご確認ください

Ｄドライブにて送付します。
市町村により候補者がいない場合があります。その場合は、候補者リストは送付されません。

所得入力画面は別紙をご確
認ください

※判定日の前年の１２月３
１日の世帯構成を確認。

※調整控除後所得とは住民税課税標準額から１人につき０歳から１６歳未満は３３万円を控除、１６歳以上１９歳未満は１２万円を控除した額。
※年少被扶養者数とは状態区分を「対象者」と入力した世帯の０歳から１９歳未満の人数。（「調整控除前」、「調整控除後」両方の市町村が入力）

令和４年度　年次処理（扶養控除対応について）　　※当初から一部修正

日時 担当 項目
実施事項

備考

 R4.6.8～
R4.6.17

市町村で作成した対象者リストをもとに、
①広域が送付した候補者リスト（最大３種類）に記載がある人について、以下を
実施ください。

＜所得入力画面＞
・状態区分を「対象者」または「対象外」に変更する。
市町村が作成したリストに載っている→対象者
市町村が作成したリストに載っていない→対象外

・「対象者」に変更した場合は、①調整控除後所得、②年少被扶養者数を入力す
る。

②市町村で作成した対象者リストに記載があるが、広域が送付した候補者リスト
に記載がない人について、以下を実施ください。

・状態区分を「対象者」に変更する。
市町村が作成したリストに載っている→対象者
所得入力欄には調整控除後所得の金額を入力する。

市町村で作成した対象者リストをもとに、以下を実施ください。

①広域が送付した候補者リスト（最大３種類）に記載がある人について、以下を
実施ください。

＜所得入力画面＞
・状態区分を「対象者」または「対象外」に変更する。
市町村が作成したリストに載っている→対象者
市町村が作成したリストに載っていない→対象外

・「対象者」に変更した場合は年少被扶養者数を入力する
（調整控除後の所得の入力は不要です）

②市町村で作成した対象者リストに記載があるが、広域が送付した候補者リスト
に記載がない人について、以下を実施ください。

・状態区分を「対象者」に変更する。
市町村が作成したリストに載っている→対象者
所得入力欄には調整控除後所得の金額を入力する。

市町村で扶養控除対象者リストを独自に作成する必要があるか
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●扶養控除入力欄について

※令和４年６月２３日にリリースされた標準システムV04-00から上記「計算」ボタン機能が追加され、一部負担割合判定所得項目及

び住民課税標準額項目では、［計算］ボタンを選択すると、扶養控除対象項目に入力した人数から自動計算した調整控除後の金額が

入力欄に入力されます。

調整控除後の額入力欄状態区分選択欄

（候補者、対象者、対象外）

０～１６歳未満人数 １６～１９歳未満人数

［計算］ボタンで調整控除後の

金額を自動計算することも可能

５



扶養控除対象項目について 

 一括処理の扶養控除候補者判定（年次）処理または扶養控除候補者判定（月次）処理で扶養控除候補者情報データベースに「候補者」として

登録された被保険者については、各種控除後の総所得金額などから調整のための金額を控除するかどうかを扶養控除候補者年少扶養者CSVファ

イル（新規登録：負担割合3割）および扶養控除候補者年少扶養者CSVファイル（新規登録：負担割合2割）で確認してください。

 確認の結果、控除する必要がある場合は、「所得入力」画面の扶養控除対象項目で「対象者」を選択し、合計所得金額（相当年度が令和3年度

以降の場合、給与所得を有する者については給与所得の金額から10万円を控除して算定した金額）※1が38万円以下である0歳以上16歳未満の世

帯構成員の人数と16歳以上19歳未満の世帯構成員の人数を入力してください。さらに、一部負担割合判定所得項目または住民税課税標準額項目

に調整控除後の金額※2を入力して、所得情報を登録してください。所得情報の登録後、資格管理業務の「負担区分登録」画面で負担区分判定を

実施し、「被保険者証交付」画面で後期高齢者医療被保険者証を発行してください。

確認の結果、控除する必要がない場合は、「所得入力」画面の扶養控除対象項目で「対象外」を選択し登録した上で、「被保険者証交付」画面

で後期高齢者医療被保険者証を発行してください。

 前年の12月31日時点で個人情報が住民基本台帳情報データベースまたは住登外登録情報データベースに登録されていない場合でも、「対象

者」として登録可能です。ただし、扶養控除候補者情報と個人情報との整合性については、チェックが行われません。

なお、「対象者」として登録しても、必ず負担割合が1割になるわけではありません。

また、調整控除後の所得を所得・課税情報ファイルに設定して、広域連合に送付している市区町村の場合は、当該情報を取り込み後、負担区分

判定を実施する前までに「対象者」として登録してください。

注※1 年少扶養者の合計所得金額は、扶養控除候補者年少扶養者CSVファイル（新規登録：負担割合3割）および扶養控除候補者年少扶養者CSV

ファイル（新規登録：負担割合2割）の年少扶養者合計所得金額で確認できます。

注※2 [計算]ボタンで調整控除後の金額を自動計算することも可能です。

６



　市町村所得連携（扶養控除関連）

調整控除後 調整控除前 調整控除後 調整控除前

1 那覇市 ○ ○
2 宜野湾市 ○ ○
3 石垣市 ○ ○
4 浦添市 ○ ○
5 名護市 ○ ○
6 糸満市 ○ ○
7 沖縄市 ○ ○
8 豊見城市 ○ ○
9 うるま市 ○ ○
10 宮古島市 ○ ○
11 南城市 ○ ○
12 国頭村 ○ ○
13 大宜味村 ○ ⇒ ○
14 東村 ○ ⇒ ○
15 今帰仁村 ○ ○
16 本部町 ○ ○
17 恩納村 ○ ○
18 宜野座村 ○ ○
19 金武町 ○ ⇒ ○
20 伊江村 ○ ○
21 読谷村 ○ ○
22 嘉手納町 ○ ○
23 北谷町 ○ ○
24 北中城村 ○ ○
25 中城村 ○ ○
26 西原町 ○ ○
27 与那原町 ○ ⇒ ○
28 南風原町 ○ ○
29 渡嘉敷村 ○ ⇒ ○
30 座間味村 ○ ○
31 粟国村 ○ ⇒ ○
32 渡名喜村 ○ ○
33 南大東村 ○ ○
34 北大東村 ○ ○
35 伊平屋村 ○ ○
36 伊是名村 ○ ○
37 久米島町 ○ ○
38 八重瀬町 ○ ○
39 多良間村 ○ ⇒ ○
40 竹富町 ○ ○
41 与那国町 ○ ○

※網かけのある市町村については、今回の調査により「控除前」課税所得額を連携していた
　 ことが判明しております。
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所得連携
R０４年度　再調査後（７月調査）

№ 市町村

所得連携
R０４年度　当初（３月調査）
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事  務  連   絡 

令和４年１１月１日 

 

各市町村後期高齢者医療担当課長 殿 

 

沖縄県後期高齢者広域連合 

管理課長 粟國 綱志 

（公 印 省 略） 

              

 

年度途中の負担割合・負担区分変更者に対する証の差替え・回収について 

 

日頃より、当広域連合業務にご理解、ご協力いただき感謝申し上げます。 

年度途中の負担割合や負担区分に変更があった被保険者が変更前の被保険者証を医

療機関へ提示する事により、医療費の差額請求や返還等が発生します。変更前の被保険

者証等（減額証、限度証含む）は早めの回収等をお願いします。 

資格月次処理が毎月第３営業日に実施され、翌営業日にはオンラインファイル連携ツ

ールで処理結果が各市町村あてに送付されています。月次処理結果を確認し漏れのない

よう対応方お願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 

管理課資格グループ 

TEL:098-963-8012 

FAX:098-964-7785 

そ の 他 ２



各市町村後期高齢者医療担当課長　殿

沖縄県後期高齢者医療広域連合
管理課長

・

・

・

・

[問合せ先]
沖縄県後期高齢者医療広城連合
管理課資格グループ
TEL 098 ‐ 963 ‐ 8012
FAX 098 ‐ 964 ‐ 7785
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送信できない事情がある場合には、事前に広域連合までご連絡をお願いします。

事 務 連 絡

記

業務終了時刻までに送信をお願いします。

送信する異動データの中身が０件の場合でも送信をお願いします。

送信する際は、送信漏れ・履歴順の確認をお願いします。

　後期高齢者医療制度の運営につきましては、平素より格段のご協力、ご尽力を賜り厚く御礼申し上げま

す。

　さて、日次住基異動データの送信については日頃よりお願いをしているところですが、まとめて送信す

る市町村による送信漏れがある状況となっております。

　広域連合は市町村が送信した住基を基に運用しております。

日次異動データを送信しなければ、被保険者及び世帯員等の異動を把握できず保険料額や負担区分

判定に誤りが発生しますので、毎日の送信をお願いします。

市町村担当者様におかれましては、後期高齢者医療業務でのエラー等を防ぐためにご協力よろしくお願

い申し上げます。

日次住基異動データの送信徹底について(依頼)

令 和 4 年 11 月 1 日

粟 國 綱 志
(公印省略)

 

そ の 他 ３



○保険料収納率及びコロナ減免申請件数について（市町村別）

令和３年度 令和４年度

普通徴収 順位
合計（特

徴　　　　+
普徴）

順位
滞納

繰越分
順位 普通徴収 順位

合計（特
徴　　　　+

普徴）
順位

滞納
繰越分

順位

1 那覇市 98.60 19 99.25 21 64.28 19 98.80 22 99.39 24 59.14 17 34 34

2 宜野湾市 98.58 20 99.19 25 71.45 13 98.85 21 99.35 26 66.86 12 11 9

3 石垣市 96.58 33 98.45 33 75.99 10 96.48 34 98.51 36 53.48 20 4 7

4 浦添市 98.57 21 99.24 22 54.12 26 98.76 23 99.35 26 63.44 14 15 9

5 名護市 98.50 24 99.38 19 32.70 32 98.67 25 99.47 20 50.78 21 8 9

6 糸満市 98.77 16 99.52 16 53.08 27 98.97 18 99.60 15 31.28 30 3 3

7 沖縄市 98.53 23 99.10 28 64.34 18 98.98 17 99.38 25 49.84 23 35 —

8 豊見城市 98.23 25 99.18 26 71.56 12 97.43 31 98.85 32 61.84 15 5 6

9 うるま市 98.97 15 99.51 17 70.17 14 98.76 23 99.42 22 66.93 11 63 21

10 宮古島市 97.57 29 99.01 29 86.73 8 99.38 9 99.78 8 72.16 9 3 2

11 南城市 98.56 22 99.54 15 51.65 28 98.87 20 99.63 12 44.32 27 6 6

12 国頭村 99.73 6 99.90 6 26.23 33 98.26 28 99.42 22 21.56 33 1 1

13 大宜味村 93.97 36 98.24 35 100.00 1 99.50 7 99.87 7 92.62 5 - - 

14 東村 96.74 31 99.24 22 100.00 1 96.86 33 99.18 28 56.77 19 - - 

15 今帰仁村 99.15 14 99.71 10 62.90 21 97.15 32 99.09 31 80.25 7 1 1

16 本部町 97.79 28 99.26 20 67.51 15 99.01 14 99.68 9 42.44 29 1 - 

17 恩納村 96.65 32 98.37 34 65.40 16 97.57 30 98.73 34 66.31 13 - 2

18 宜野座村 98.63 18 99.44 18 88.78 7 99.01 14 99.60 15 100.00 1 - - 

19 金武町 99.19 12 99.59 13 90.88 6 98.33 27 99.16 29 80.53 6 1 3

20 伊江村 100.00 1 100.00 1 — － 100.00 1 100.00 1 － — 6 - 

21 読谷村 98.07 26 99.00 30 50.19 30 98.90 19 99.43 21 28.96 31 1 8

22 嘉手納町 99.42 11 99.56 14 75.70 11 99.84 6 99.88 6 79.82 8 - - 

23 北谷町 99.52 10 99.66 12 62.17 22 99.45 8 99.62 13 57.01 18 5 1

24 北中城村 98.74 17 99.24 22 63.73 20 99.27 10 99.56 17 68.52 10 1 2

25 中城村 98.02 27 99.13 27 54.17 25 97.87 29 99.10 30 47.86 25 - 2

26 西原町 99.19 12 99.69 11 50.52 29 99.11 11 99.67 10 60.61 16 1 2

27 与那原町 97.04 30 98.78 31 46.07 31 99.02 13 99.62 13 50.04 22 2 2

28 南風原町 99.62 7 99.82 9 55.70 24 99.00 16 99.53 18 27.46 32 1 - 

29 渡嘉敷村 100.00 1 100.00 1 — － 100.00 1 100.00 1 － － - - 

30 座間味村 94.05 35 98.54 32 0.00 38 95.20 37 98.29 38 2.75 36 - - 

31 粟国村 100.00 1 100.00 1 16.35 35 100.00 1 100.00 1 100.00 1 - - 

32 渡名喜村 99.53 9 99.95 5 100.00 1 78.18 41 96.22 40 100.00 1 - - 

33 南大東村 99.80 5 99.87 7 92.94 5 100.00 1 100.00 1 44.57 26 - - 

34 北大東村 100.00 1 100.00 1 98.65 4 92.46 39 95.53 41 0.00 37 - - 

35 伊平屋村 85.43 41 94.72 41 3.29 36 100.00 1 100.00 1 0.00 37 - - 

36 伊是名村 95.01 34 97.91 36 65.05 17 98.53 26 99.48 19 99.99 4 - - 

37 久米島町 91.89 38 97.24 38 80.88 9 95.75 35 98.72 35 43.40 28 - - 

38 八重瀬町 99.55 8 99.84 8 16.86 34 99.05 12 99.67 10 20.39 34 5 1

39 多良間村 93.03 37 97.90 37 0.00 38 92.67 38 98.46 37 0.00 37 - 2

40 竹富町 89.34 40 96.88 39 60.22 23 95.38 36 98.74 33 48.26 24 - - 

41 与那国町 91.48 39 96.65 40 1.74 37 92.34 40 97.40 39 6.89 35 - - 

98.55 - 99.26 - 60.70 - 98.79 - 99.39 - 54.97 - 213 133

98.91 - 99.53 - 41.47 - 未公表 - 未公表 - 未公表 - - -

※収納率は、各市町村からの保険料報告に基づく数値である。

全国
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滞納繰越分 現年度分
番号 市町村

令和２年度 令和３年度

滞納繰越分 コロナウイルス感
染症に伴う後期
高齢者医療保険
料減免申請件数

（3/31時点）

コロナウイルス感
染症に伴う後期
高齢者医療保険
料減免申請件数

（10/26現在）

沖縄県（41市町村）

現年度分

その他４


